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ZENBUTSU

仏暦２５４５年６月（２００２年）
財団法人 全日本仏教会

ルンビニー委員会開催｛委員長 武田昭英師（左）、副委員長 本間孝康師（右）｝
（関連記事３頁）

北朝鮮の仏教事情について
法律相談
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四
月
三
十
日
午
後
一
時
半
よ
り
、
明
照
会
館
会
議

室
で
、
第
一
回
信
教
の
自
由
に
関
す
る
委
員
会
が
開

催
さ
れ
た
。

森
和
久
理
事
長
、
小
林
正
道
事
務
総
長
の
挨
拶
に

続
き
、
委
員
互
選
に
よ
り
、
委
員
長
に
小
山
典
勇
師

（
真
言
宗
智
山
派
）、
副
委
員
長
に
木
全
和
博
師（
真

宗
大
谷
派
）
を
選
出
し
、
続
い
て
今
年
度
の
活
動
方

針
に
つ
い
て
検
討
さ
れ
た
。

昨
年
、
石
上
智
康
前
理
事
長
よ
り
本
委
員
会
に
対

し
て
諮
問
さ
れ
、
本
年
二
月
、
森
理
事
長
宛
に
答
申

が
出
さ
れ
た
、
靖
国
神
社
問
題
、
国
立
戦
没
者
慰
霊

施
設
（
仮
称
）
等
に
関
す
る
見
解
が
出
席
各
委
員
よ

り
述
べ
ら
れ
、
今
年
度
も
こ
の
問
題
に
つ
い
て
問
題

点
を
絞
り
、
更
に
検
討
を
進
め
る
こ
と
に
な
っ
た
。

官
房
長
官
が
開
催
す
る
「
追
悼
・
平
和
祈
念
の
た

め
の
記
念
碑
等
施
設
の
在
り
方
を
考
え
る
懇
談
会
」

の
議
事
内
容
が
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（http

://w
w
w
.

kantei.go.jp/jp/singi/tuitou/index.htm
l

）で

現

在
公
開
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
本
年
度
厚
生
労
働
省

と
環
境
省
に
よ
り
千
鳥
ヶ
淵
戦
没
者
墓
苑
の
改
修
も

予
定
さ
れ
て
い
る
。

本
委
員
会
と
し
て
も
、
靖
国
神
社
、
千
鳥
ヶ
淵
戦

没
者
墓
苑
、
そ
し
て
新
た
な
戦
没
者
追
悼
施
設
の
三

つ
の
在
り
方
を
相
互
に
検
証
し
な
が
ら
、
新
設
の
施

設
の
要
・
不
要
、
設
置
す
る
場
合
の
根
本
理
念
、
形

態
な
ど
に
つ
い
て
議
論
を
深
め
、
早
期
に
具
体
的
な

提
言
等
を
行
う
こ
と
が
決
め
ら
れ
た
。

ま
た
、
小
泉
首
相
が
、
四
月
二
十
一
日
、
春
の
例

大
祭
の
日
に
靖
国
神
社
を
参
拝
し
た
件
に
関
し
て
は
、

本
会
と
し
て
過
去
の
経
緯
を
踏
ま
え
て
、
参
拝
中
止

の
要
請
を
首
相
宛
に
提
出
し
、
明
確
な
意
志
表
示
を

行
う
こ
と
が
決
め
ら
れ
た
。（
下
記
の
要
請
書
を
、

五
月
一
日
付
で
、
自
由
民
主
党
組
織
広
報
本
部
を
通

じ
て
首
相
あ
て
に
提
出
し
た
。）

信
教
の
自
由
に
関
す
る
委
員
会

明
照
会
館
で
開
催
さ
れ
た
信
教
の
自
由
に
関
す
る
委
員
会
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２００２年６月１日
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月
二
十
三
日
午
後
二
時
よ
り
明
照
会
館
会
議
室

で
、
第
二
十
五
期
最
初
の
ル
ン
ビ
ニ
ー
委
員
会
が
開

催
さ
れ
た
。

森
和
久
理
事
長
の
挨
拶
の
後
、
今
期
の
ル
ン
ビ
ニ

ー
委
員
会
委
員
に
就
任
さ
れ
た
十
四
名
（
代
理
出
席

を
含
む
）
に
委
嘱
状
が
伝
達
さ
れ
開
会
さ
れ
た
。

は
じ
め
に
、
委
員
の
互
選
に
よ
り
ル
ン
ビ
ニ
ー
委

員
会
委
員
長
に
武
田
昭
英
師
（
浄
土
真
宗
本
願
寺

派
）、
同
副
委
員
長
に
本
間
孝
康
師
（
神
奈
川
県
仏

教
会
）
を
選
出
し
た
後
、
武
田
昭
英
師
を
座
長
に
議

事
が
進
め
ら
れ
た
。
次
に
事
業
の
円
滑
な
推
進
を
図

る
た
め
、
ル
ン
ビ
ニ
ー
委
員
会
顧
問
と
し
て
委
嘱
さ

れ
た
菊
池
法
純
師
（
大
谷
大
学
非
常
勤
講
師
、
元
ネ

パ
ー
ル
大
使
館
参
事
官
）
に
森
和
久
理
事
長
よ
り
委

嘱
状
が
伝
達
さ
れ
た
。

続
い
て
、
渡
邊
宗
徹
国
際
文
化
部
長
よ
り
ネ
パ
ー

ル
王
国
ル
ン
ビ
ニ
ー
園
マ
ヤ
堂
修
復
事
業
の
現
況
に

つ
い
て
、
事
業
の
収
支
状
況
と
篤
志
勧
募
の
支
援
の

状
況
が
報
告
さ
れ
た
。

次
に
本
会
派
遣
の
考
古
学
者
上
坂
悟
氏
に
よ
る
マ

ヤ
堂
遺
跡
出
土
遺
物
の
整
理
及
び
記
録
作
成
作
業
が

終
了
し
た
こ
と
が
、
上
坂
氏
本
人
か
ら
も
報
告
さ
れ

た
。
残
る
作
業
で
あ
る
ネ
パ
ー
ル
側
へ
の
遺
物
の
返

還
作
業
と
ル
ン
ビ
ニ
ー
委
員
か
ら
も
指
摘
を
受
け
た

考
古
学
調
査
報
告
書
の
完
成
を
急
ぐ
こ
と
に
鋭
意
努

力
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

さ
ら
に
、
現
在
ネ
パ
ー
ル
の
Ｌ
Ｄ
Ｔ
が
進
め
て
い

る
マ
ヤ
堂
修
復
案
に
つ
い
て
、
そ
の
設
計
案
・
問
題

点
・
ユ
ネ
ス
コ
の
対
応
が
報
告
さ
れ
、
今
後
の
対
応

案
に
つ
い
て
も
報
告
さ
れ
た
。

最
後
に
、
森
和
久
理
事
長
よ
り
、
マ
ヤ
堂
修
復
事

業
を
不
退
転
の
決
意
で
成
就
さ
せ
る
べ
く
努
力
す
る

と
の
所
信
が
表
明
さ
れ
、
併
せ
て
各
位
の
協
力
と
支

援
が
要
請
さ
れ
た
。

明
照
会
館
会
議
室
で
開
催
さ
れ
た
ル
ン
ビ
ニ
ー
委
員
会

ル
ン
ビ
ニ
ー
委
員
会

（
社
）全
日
本
仏
教
婦
人
連
盟
様

金
、
壱
百
萬
円

法
融
寺

那
須
公
順
様

金
、

十
萬
円

法
清
寺

奈
良
康
明
様

金
、

十
萬
円

光
明
寺

石
上
智
康
様

金
、
五
十
萬
円

萬
福
寺

安
本
利
正
様

金
、
壱
百
萬
円

照
栄
院

石
川
恒
彦
様

金
、

十
萬
円

龍
泉
寺

壽
山
良
知
様

金
、

十
萬
円

信
松
院

西
村
輝
成
様

金
、
壱
百
萬
円

保
壽
院

藤
原
知
徳
様

金
、

十
萬
円

佛
教
大
学

佛
教
青
年
会
様

金
、

壱
萬
円

高
福
院

川
島
宏
之
様

金
、
壱
百
萬
円

妙
高
寺

吉
橋
勝
寛
様

金
、
五
十
萬
円

慈
眼
寺

櫻
井
大
乘
様

金
、
五
十
萬
円

慈
眼
寺

櫻
井
英
幸
様

金
、
五
十
萬
円

西
新
井
大
師
總
持
寺

濱
野
堅
照
様

金
、
五
十
萬
円

浄
運
寺

野
口
善
教
様

金
、

十
萬
円

長
慶
寺

島
田
弘
道
様

金
、

十
萬
円

善
林
寺

真
柄
信
雄
様

金
、

五
萬
円

水
野
和
子
様

金
、

十
萬
円

羅
漢
寺

矢
萩
信
顕
様

金
、
弐
十
萬
円

圓
通
寺

梅
花
講
様

金
、

弐
萬
円

金
剛
院

山
田
一
眞
様

金
、

十
萬
円

實
相
寺

豊
田
英
世
様

金
、

十
萬
円

近
龍
寺

松
濤
弘
道
様

金
、
五
十
萬
円

月
島
テ
レ
ビ
商
会
様

金
、

十
萬
円

立
正
保
育
園
様

金
、
弐
十
八
萬
六
千
円

全
昌
院

安
達
良
元
様

金
、

参
萬
円

西
有
寺

横
山
敏
明
様

金
、
壱
百
萬
円

（
五
月
十
五
日
現
在
・
受
付
順
）

※
篤
志
の
振
込
先
口
座
番
号
（
郵
便
振
替
）

〇
〇
一
三
〇
―
六
―
三
七
六
〇
〇

加
入
者
名
（
財
）全
日
本
仏
教
会

ル
ン
ビ
ニ
ー
園
復
興
協
力
金
と
明
記
下
さ
い

※
本
件
に
関
す
る
お
問
い
合
わ
せ

全
日
本
仏
教
会
国
際
文
化
部

電
話

〇
三
―
三
四
三
七
―
九
二
七
五

ル
ン
ビ
ニ
ー
園
マ
ヤ
堂
修
復
事
業

篤
志
支
援
者
御
芳
名

２００２年６月１日

－３－
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四
月
十
八
日
午
後
一
時
三
十
分
か
ら
、
明
照
会
館

会
議
室
で
、
第
一
回
同
和
委
員
会
が
開
催
さ
れ
た
。

委
員
会
で
は
、
第
十
二
回
同
和
推
進
担
当
者
連
絡

会
、
差
別
法
戒
名
・
墓
石
の
改
正
に
つ
い
て
議
論
さ

れ
た
。
第
十
二
回
同
和
推
進
担
当
者
連
絡
会
は
、
六

月
十
七
・
十
八
日
に
大
阪
市
浅
香
人
権
文
化
セ
ン
タ

ー
で
、
部
落
解
放
同
盟
大
阪
府
連
合
会
執
行
委
員
・

山
本
義
彦
氏
の
講
演
、
浅
香
地
区
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー

ク
等
を
行
う
こ
と
を
決
め
ら
れ
た
。

ま
た
、
差
別
法
戒
名
・
墓
石
の
改
正
に
つ
い
て
今

期
も
継
続
し
て
取
り
組
む
こ
と
を
確
認
し
、
次
回
各

宗
派
に
お
け
る
差
別
法
戒
名
改
正
状
況
の
現
況
報
告

を
行
う
こ
と
を
を
決
定
し
た
。

四
月
十
二
日
午
後
一
時
か
ら
、
曹
洞
宗
壇
信
徒
会

館
で
『
同
和
問
題
』
に
と
り
く
む
宗
教
教
団
連
帯

会
議
「
同
宗
連
」
第
二
十
二
回
総
会
が
開
催
さ
れ
た
。

委
員
会
報
告
に
続
き
、
二
〇
〇
一
年
度
活
動
・
決
算

報
告
の
承
認
、
二
〇
〇
二
年
度
事
業
計
画
・
予
算
案

の
質
疑
承
認
が
行
わ
れ
た
。

閉
会
の
後
、
狭
山
事
件
最
高
裁
特
別
抗
告
支
援
集

会
が
行
わ
れ
、
部
落
解
放
同
盟
中
央
本
部
書
記
長
・

高
橋
正
人
氏
、
元
警
察
鑑
識
課
員
・
斉
藤
保
氏
の
報

告
の
後
、
最
高
裁
判
所
へ
狭
山
事
件
の
特
別
抗
告
に

つ
い
て
、
真
摯
な
る
審
理
が
な
さ
れ
る
よ
う
要
請
す

る
こ
と
を
決
議
し
た
。

四
月
十
六
日
午
後
二
時
よ
り
、
池
上
本
門
寺
に
て

立
教
開
宗
七
五
〇
年
慶
讃
事
業
・
日
蓮
宗
宗
務
院
新

庁
舎
落
慶
法
要
が
開
催
さ
れ
た
。
本
会
か
ら
小
林
正

道
事
務
総
長
、
奈
良
慈
徹
財
務
部
次
長
が
出
席
し
た
。

藤
井
日
光
日
蓮
宗
管
長
を
導
師
に
大
法
要
が
営
ま

れ
、
続
い
て
藤
井
管
長
、
渡
邊
清
明
宗
務
総
長
の
挨

拶
、
工
事
関
係
者
へ
感
謝
状
並
び
に
記
念
品
の
贈
呈

が
あ
っ
た
。
新
庁
舎
前
で
記
念
撮
影
の
後
、
祝
宴
が

持
た
れ
多
数
の
出
席
者
の
も
と
盛
会
で
あ
っ
た
。

四
月
二
十
四
日
午
前
十
一
時
か
ら
、
大
阪
中
之
島

リ
ー
ガ
ロ
イ
ヤ
ル
ホ
テ
ル
で
念
法
眞
教
三
代
燈
主
稲

山
靈
芳
師
の
就
任
披
露
の
会
が
行
わ
れ
た
。
本
会
か

ら
関
西
事
務
局
藤
井
龍
栄
主
事
が
森
和
久
理
事
長
の

名
代
で
出
席
し
た
。

就
任
披
露
の
会
で
は
、
渡
邊
惠
進
天
台
座
主
、
和

田
有
玄
高
野
山
真
言
宗
管
長
の
来
賓
祝
辞
、
続
い
て

稲
山
靈
芳
燈
主
が
就
任
の
挨
拶
を
述
べ
、
鏡
開
き
の

後
、
祝
宴
が
盛
大
に
行
わ
れ
た
。

「
同
宗
連
」
総
会

同

和

委

員

会

日
蓮
宗
宗
務
院

新
庁
舎
落
慶
式

念
法
眞
教
三
代
燈
主
就
任

仏
教
ポ
ケ
ッ
ト
カ
ー
ド

ポ
ケ
ッ
ト
の
中
に
入
る
、
小
さ
な
や
さ
し
い
法

話
カ
ー
ド
を
作
成
い
た
し
ま
し
た
。
多
く
の
人
々

に
仏
さ
ま
の
教
え
に
親
し
ん
で
い
た
だ
き
、
明
る

く
な
ご
や
か
な
社
会
が
取
り
戻
せ
れ
ば
と
思
い
ま

す
。
各
種
の
集
ま
り
の
際
や
、
玄
関
や
受
付
に
て

ご
配
布
頂
け
れ
ば
幸
い
で
す
。

価
格

百
枚
千
円（
百
枚
以
上
百
枚
単
位
で
頒
布
）

戒
名
・
法
名
リ
ー
フ
レ
ッ
ト

価
格

一
部
百
円

仏
旗
バ
ッ
チ

（
２
セ
ン
チ
×
４
、５
セ
ン
チ
）

価
格

五
百
円

法
輪
バ
ッ
チ

（
直
径
１
セ
ン
チ
）

価
格

千
円

お
申
し
込
み
方
法

必
ず
Ｆ
Ａ
Ｘ
か
ハ
ガ
キ
で
、
希
望
部
数
、
住
所

・
郵
便
番
号
、
連
絡
先
電
話
番
号
を
明
記
の
上
、

本
会
財
務
部
ま
で
お
申
し
込
み
下
さ
い
。
尚
、
戒

名
・
法
名
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
に
つ
き
ま
し
て
は
、
一

般
と
寺
院
の
別
も
お
書
き
の
上
、
本
会
総
務
部
ま

で
お
願
い
致
し
ま
す
。

お
支
払
い
は
、
同
封
の
振
込
用
紙
で
お
振
込
み

下
さ
い
。（
送
料
・
梱
包
料
は
別
途
請
求
）

東
京
都
港
区
芝
公
園
四
―
七
―
四

明
照
会
館
内

全
日
本
仏
教
会

Ｔ
Ｅ
Ｌ

〇
三
―
三
四
三
七
―
九
二
七
五

Ｆ
Ａ
Ｘ

〇
三
―
三
四
三
七
―
三
二
六
〇

全 仏

－４－

２００２年６月１日
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（
問
）
先
日
借
地
人
の
一
人
が
「
建
物
を
建
て

替
え
た
い
」
と
云
っ
て
き
ま
し
た
。
こ
の
不
景

気
な
時
勢
に
珍
し
く
数
寄
屋
造
り
の
建
物
だ
そ

う
で
す
。
し
か
し
、
こ
の
地
域
は
一
〇
年
程
前

か
ら
防
火
地
域
に
指
定
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
、

今
ま
で
の
よ
う
な
契
約
内
容
の
「
木
造
建
物
を

所
有
す
る
目
的
」
で
は
な
く
「
堅
固
な
建
物
を

所
有
す
る
目
的
」
に
変
更
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
申
し
ま
し
た
。
そ
の
為
に
は
更
地
価
格
の

一
〇
パ
ー
セ
ン
ト
に
相
当
す
る
条
件
変
更
料
を

下
さ
い
」
と
言
い
ま
し
た
と
こ
ろ
「
と
ん
で
も

な
い
」
と
怒
っ
て
帰
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
し

ば
ら
く
し
て
か
ら
そ
の
借
地
人
が
き
て
言
う
こ

と
に
は
「
防
火
地
域
だ
か
ら
鉄
筋
の
建
物
で
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
役
所
へ
行
っ
て
よ
く

分
っ
た
。
し
か
し
、
鉄
筋
の
建
物
で
内
装
を
数

寄
屋
造
り
に
す
る
と
大
変
お
金
が
か
か
る
か
ら
、

建
替
承
諾
料
は
更
地
価
格
の
三
パ
ー
セ
ン
ト
位

し
か
出
せ
な
い
」
と
い
う
こ
と
で
す
。
生
活
に

困
っ
て
い
る
人
な
ら
い
ざ
知
ら
ず
、
そ
れ
は
我

が
ま
ま
と
思
い
ま
す
が
、
地
主
と
し
て
ど
の
よ

う
に
対
応
し
た
ら
よ
い
で
し
ょ
う
か
。

＊

＊

＊

（
答
）
借
地
借
家
法
が
施
行
さ
れ
る
平
成
四
年

八
月
以
前
は
、
堅
固
な
建
物
か
非
堅
固
な
建
物

か
に
分
け
て
合
意
に
よ
る
最
低
存
続
期
間
や
法

定
存
続
期
間
が
決
め
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
即
ち
、

合
意
で
定
め
ら
れ
る
最
低
存
続
期
間
は
、
堅
固

な
建
物
所
有
を
目
的
と
す
る
場
合
三
〇
年
以
上
、

非
堅
固
な
建
物
所
有
を
目
的
と
す
る
場
合
二
〇

年
以
上
、
期
間
を
定
め
な
か
っ
た
と
き
の
法
定

存
続
期
間
（
上
記
三
〇
年
、
二
〇
年
に
満
た
な

い
短
か
い
期
間
を
定
め
た
場
合
を
含
む
）
は
堅

固
六
〇
年
、
非
堅
固
三
〇
年
（
借
地
法
第
二

条
）、
更
新
後
の
存
続
期
間
に
つ
い
て
は
、
法

定
更
新
も
合
意
に
よ
る
更
新
も
同
様
で
、
堅
固

三
〇
年
、
非
堅
固
二
〇
年
で
し
た
（
借
地
法
第

五
条
、
第
六
条
）。
そ
し
て
、
借
地
借
家
法
施

行
前
か
ら
の
借
地
権
に
つ
い
て
は
、
そ
の
施
行

後
も
右
の
存
続
期
間
が
適
用
さ
れ
ま
す
（
借
地

借
家
法
第
六
条
）。
従
っ
て
、
堅
固
な
建
物
か
、

非
堅
固
な
建
物
か
に
よ
っ
て
法
律
関
係
が
異
な

っ
て
き
ま
す
。

と
こ
ろ
が
貴
寺
は
、
従
来
、
非
堅
固
な
建
物

を
所
有
す
る
目
的
で
土
地
を
貸
し
て
お
ら
れ
た

よ
う
で
す
。
し
か
し
、
一
〇
年
程
前
か
ら
、
そ

の
地
域
が
防
火
地
域
に
指
定
さ
れ
た
た
め
、
建

築
基
準
法
第
六
一
条
に
よ
っ
て
耐
火
建
物
に
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
為
、
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト

造
り
等
の
堅
固
な
建
物
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

く
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
こ
で
借
地
契

約
の
目
的
を
変
更
し
て
「
非
堅
固
な
建
物
所

有
」
か
ら
「
堅
固
な
建
物
所
有
」
に
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
と
借
地
人
に
告
げ
ら
れ
た
こ
と
は
、

当
然
の
こ
と
で
す
。
ま
た
、
そ
の
と
き
、
条
件

変
更
料
を
、
更
地
価
格
の
一
〇
パ
ー
セ
ン
ト
請

求
さ
れ
た
こ
と
も
当
然
で
、
こ
の
数
字
は
裁
判

所
の
借
地
非
訟
事
件
で
裁
判
所
が
認
め
る
一
応

の
基
準
で
も
あ
り
ま
す
。

し
か
し
、
借
地
人
は
、
鉄
筋
の
建
物
に
す
る

と
費
用
が
か
さ
む
か
ら
と
い
っ
て
そ
の
支
払
い

を
渋
り
、
更
地
価
格
の
三
パ
ー
セ
ン
ト
程
度
に

し
て
ほ
し
い
と
云
っ
て
い
る
よ
う
で
す
。
間
に

開
き
が
七
パ
ー
セ
ン
ト
あ
る
わ
け
で
す
か
ら
、

な
か
な
か
合
意
が
で
き
な
い
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。

こ
の
更
地
価
格
の
三
パ
ー
セ
ン
ト
と
い
う
数
字

は
、
借
地
人
が
、
従
来
の
目
的
を
変
更
し
な
い

で
木
造
の
建
物
を
建
替
え
る
場
合
の
裁
判
所
の

一
応
の
基
準
で
す
。

そ
こ
で
地
主
が
三
パ
ー
セ
ン
ト
で
よ
い
と
考

え
て
こ
れ
を
承
知
す
る
こ
と
も
自
由
で
す
が
、

そ
の
場
合
に
は
つ
ぎ
の
よ
う
な
こ
と
を
覚
悟
し

て
お
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
第
一
は
、
以

後
は
「
堅
固
な
建
物
所
有
を
目
的
と
す
る
」
こ

と
に
な
り
、
更
新
後
の
契
約
期
間
は
三
〇
年
と

い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
（
借
地
法
第
五
条
、
第

六
条
）。
第
二
は
、
寺
院
の
土
地
は
寺
院
経
営

の
為
に
あ
る
の
で
す
か
ら
、
右
の
三
パ
ー
セ
ン

ト
で
妥
協
し
た
行
為
が
、
土
地
管
理
の
怠
慢
だ

と
壇
信
徒
か
ら
指
摘
さ
れ
る
恐
れ
が
あ
り
ま
す
。

そ
う
な
る
と
土
地
の
管
理
を
い
い
加
減
に
や
っ

て
い
て
、
御
遠
忌
だ
何
だ
と
言
っ
て
寄
付
を
募

る
の
は
け
し
か
ら
ん
と
い
う
こ
と
に
も
な
り
か

ね
ま
せ
ん
。

条
件
変
更
料
に
つ
い
て
、
借
地
人
と
合
意
が

で
き
な
い
と
き
は
、
地
主
か
ら
裁
判
所
に
対
し

申
立
を
し
て
、
条
件
を
変
更
し
て
も
ら
う
こ
と

が
で
き
ま
す
（
借
地
借
家
法
第
一
七
条
）。
こ

の
と
き
、
通
常
は
借
地
人
に
対
し
地
主
に
財
産

上
の
給
付
を
命
じ
ま
す
。
こ
の
財
産
上
の
給
付

が
、
条
件
変
更
料
で
、
裁
判
所
の
一
応
の
相
場

が
、
更
地
価
格
の
一
〇
パ
ー
セ
ン
ト
と
い
う
こ

と
で
す
。
借
地
権
譲
渡
や
増
改
築
に
つ
い
て
地

主
の
承
諾
に
か
わ
る
決
定
を
裁
判
所
に
申
立
て

る
の
は
借
地
人
に
限
ら
れ
て
お
り
、
地
主
は
こ

れ
ら
の
申
立
が
で
き
ま
せ
ん
が
、
こ
の
借
地
条

件
の
変
更
の
申
立
だ
け
は
地
主
も
出
来
る
権
利

で
す（
借
地
法
第
一
七
条
、
第
二
〇
条
）。
条
件

変
更
料
に
つ
い
て
借
地
人
の
意
見
と
の
間
に
大

差
が
あ
っ
て
合
意
が
な
か
な
か
得
ら
れ
な
い
と

き
は
、
管
理
が
怠
慢
だ
と
批
判
さ
れ
な
い
た
め

に
こ
の
申
立
を
な
さ
れ
る
と
よ
い
と
思
い
ま
す
。
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回
答

本
会
顧
問
弁
護
士

長
谷
川

正
浩

全
日
本
仏
教
会
で
は
、
長
谷
川
正
浩
弁
護

士
に
よ
る
、
本
会
関
係
者
を
対
象
と
し
た
無

料
法
律
相
談
室
を
開
設
し
て
お
り
ま
す
。

相
談
内
容
は
、
寺
院
運
営
を
め
ぐ
る
諸
問

題
、
税
務
、
一
般
民
事
等
、
ご
自
由
で
す
。

相
談
を
ご
希
望
さ
れ
る
方
は
、
必
ず
電
話
で

予
約
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

日
時

原
則
と
し
て
毎
月
第
二
・

第
四
木
曜
日

午
後
一
時
〜

場
所

明
照
会
館

（
東
京
都
港
区
芝
公
園
四
―

七
―

四
）

予
約

全
日
本
仏
教
会
社
会
部

〇
三
―
三
四
三
七
―
九
二
七
五

�
�
�
�
�
�
�

２００２年６月１日
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全 仏



一
私
人
と
し
て
中
国
・
北
京
、
瀋
陽
（
奉
天
）、

丹
東
経
由
で
鴨
緑
江
を
渡
り
、
朝
鮮
民
主
主
義
人
民

共
和
国
（
北
朝
鮮
）
の
平
壌
へ
入
り
ま
し
た
。
短
期

間
の
滞
在
で
、
通
訳
と
ガ
イ
ド
付
き
で
板
門
店
ま
で

半
島
を
縦
断
し
ま
し
た
が
、
個
人
行
動
が
許
さ
れ
ず
、

仏
教
事
情
を
語
る
に
も
た
ん
な
る
瞥
見
に
す
ぎ
な
い

こ
と
を
お
断
り
し
て
お
き
ま
す
。

そ
の
前
に
、
わ
が
国
の
よ
う
な
自
由
主
義
国
家
と

異
な
る
北
朝
鮮
の
国
家
体
制
に
つ
い
て
、
簡
単
に
触

れ
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
ご
承
知
の
よ
う
に
朝

鮮
半
島
は
戦
後
の
一
九
五
〇
年
勃
発
の
朝
鮮
動
乱
後
、

三
十
八
度
線
を
境
に
南
北
に
分
断
さ
れ
、
南
は
韓
国
、

北
は
朝
鮮
人
民
共
和
国
が
誕
生
し
て
今
日
に
至
っ
て

い
ま
す
。
北
で
は
、
故
金
日
成
主
席
の
チ
ュ
チ
ェ（
主

体
）
思
想
に
よ
る
独
自
の
社
会
主
義
政
策
が
と
ら
れ
、

信
教
の
自
由
は
一
応
、
認
め
ら
れ
て
い
る
も
の
の
、

国
家
や
自
分
以
外
に
頼
る
べ
き
絶
対
的
な
も
の
を
持

つ
こ
と
を
勧
め
て
い
ま
せ
ん
。
こ
の
北
朝
鮮
の
指
導

理
念
で
あ
る
主
体
思
想
と
は
、
主
席
（
頭
脳
）
と
党

（
中
枢
）
と
人
民
（
手
足
）
が
一
体
化
し
た
有
機
的

生
命
体
と
し
て
働
き
、
そ
の
人
民
が
国
家
や
主
席
に

対
し
て
絶
対
的
な
忠
誠
を
尽
く
す
こ
と
で
す
。
そ
し

て
、
そ
れ
以
外
の
絶
対
者
に
ま
み
え
る
こ
と
は
国
家

体
制
に
対
す
る
反
逆
行
為
と
受
け
取
ら
れ
か
ね
ま
せ

ん
。
し
た
が
っ
て
、
国
家
に
対
し
て
忠
誠
を
尽
く
す

か
ぎ
り
個
人
の
信
仰
は
許
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ

る
と
私
は
、
受
け
止
め
て
お
り
ま
す
。

か
つ
て
は
土
着
宗
教
や
仏
教
、
儒
教
が
栄
え
た
時

代
が
あ
り
ま
し
た
が
、
今
日
で
は
独
自
の
社
会
主
義

国
家
体
制
が
と
っ
て
代
わ
り
、
但
し
歴
史
的
に
価
値

あ
る
文
物
に
対
し
て
は
手
厚
く
管
理
保
護
さ
れ
て
い

ま
す
。
そ
の
証
拠
に
、
平
壌
市
西
郊
に
あ
る
高
句
麗

建
国
の
始
祖
と
い
わ
れ
る
東
明
王
（
Ｂ
Ｃ
三
七
〜
一

九
）
の
陵
や
定
陵
寺
、
東
郊
の
徳
興
里
古
墳
、
江
西

三
墓
、
安
岳
三
号
墳
や
、
開
城
市
郊
外
に
あ
る
朝
鮮

史
上
始
め
て
の
統
一
国
家
・
高
麗
の
歴
代
王
の
陵
な

ど
、
立
派
に
修
理
修
復
保
存
さ
れ
て
一
般
公
開
さ
れ
、

平
壌
市
や
開
城
市
内
に
あ
る
城
門
も
そ
の
威
容
を
誇

っ
て
い
ま
す
。
特
に
定
陵
寺
は
三
九
二
年
の
建
立
で
、

一
九
九
〇
年
に
そ
の
一
塔
三
金
堂
形
式
の
伽
藍
は
立

派
に
復
元
さ
れ
、
わ
が
国
最
古
の
飛
鳥
寺
の
原
型
と

も
い
わ
れ
て
、
一
見
の
価
値
が
あ
り
ま
す
。（
こ
れ

ら
を
見
学
し
ま
し
た
が
、
現
地
人
観
光
客
は
皆
無
で

し
た
）

高
句
麗
時
代
は
国
家
と
し
て
仏
教
の
全
盛
時
代
で

し
た
が
、
十
五
世
紀
か
ら
二
十
世
紀
初
頭
ま
で
続
い

た
李
朝
で
は
仏
教
は
蔑
視
さ
れ
、
朱
子
学
に
基
づ
い

て
両
班
（
貴
族
）
を
上
位
に
置
く
、
儒
教
が
重
ん
じ

ら
れ
て
来
ま
し
た
。
戦
前
ま
で
は
そ
の
影
響
が
圧
倒

的
に
強
く
、
本
貫
（
祖
先
）
を
中
心
と
す
る
宗
族
（
血

族
）
の
内
部
結
束
が
強
く
、
親
孝
行
は
絶
対
的
で
、

四
代
前
ま
で
の
先
祖
は
現
今
の
家
族
と
あ
た
か
も
生

け
る
が
ご
と
く
生
活
を
共
に
す
る
と
い
わ
れ
、
大
庁

マ
ル
（
霊
室
）
で
の
朝
夕
祭
祀
は
不
可
欠
で
し
た
。

し
か
し
な
が
ら
北
朝
鮮
の
独
立
後
、
一
九
六
八
年
頃

か
ら
家
の
宗
教
よ
り
も
人
民
の
国
家
へ
の
奉
仕
が
優

先
さ
れ
、
国
家
主
席
を
オ
ボ
イ
（
親
）
と
す
る
社
会

�
�
�
�
�
�
�
�
�
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中
国
と
北
朝
鮮
と
の
国
境
の
町
丹
東
駅
に
て

�
�

�
�
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主
義
国
家
体
制
を
と
っ
て
今
日
に
至
っ
て
い
ま
す
。

も
し
今
日
の
金
正
日
時
代
以
降
、
世
襲
に
よ
っ
て
そ

の
長
男
の
金
正
男
氏
に
全
権
が
委
譲
さ
れ
る
こ
と
と

な
れ
ば
、
家
族
中
心
の
祖
先
祭
祀
が
金
一
族
の
主
席

（
総
書
記
）
崇
拝
に
移
行
す
る
、
形
を
変
え
た
儒
教

の
復
活
と
な
る
こ
と
で
し
ょ
う
。

し
か
し
な
が
ら
仏
教
活
動
が
行
わ
れ
て
い
な
い
わ

け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
平
壌
市
郊
外
の
名
刹
・
広
法

寺
は
戦
災
で
灰
塵
に
帰
し
ま
し
た
が
、
国
家
の
手
に

よ
っ
て
本
堂
、
二
つ
の
僧
坊
、
舎
利
塔
、
山
門
な
ど

五
棟
が
一
九
九
〇
年
に
再
建
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
寺

に
は
檀
徒
が
千
二
百
人
ほ
ど
い
る
と
い
わ
れ
、
全
国

に
六
〇
ほ
ど
寺
院
が
存
在
し
て
仏
教
徒
連
盟
中
央
委

員
会
の
下
、
曹
渓
宗
に
属
し
、
寺
の
運
営
費
や
僧
侶

の
生
活
費
は
信
徒
の
布
施
や
有
志
の
寄
付
な
ど
で
賄

っ
て
い
る
と
い
い
ま
す
。
寺
院
は
文
化
財
な
の
で
、

修
理
、
補
修
費
は
政
府
が
支
出
し
て
い
る
そ
う
で
す
。

（
山
本
展
男
著
『
肉
眼
で
見
た
北
朝
鮮
』
よ
り
）

か
つ
て
朝
鮮
は
儒
教
の
教
え
に
基
づ
き
「
東
方
礼

儀
之
国
」
と
言
わ
れ
た
よ
う
に
礼
儀
を
重
ん
じ
て
い

ま
し
た
が
、
革
命
後
は
冠
婚
葬
祭
な
ど
簡
略
化
さ
れ

て
来
ま
し
た
。
葬
儀
は
特
別
の
儀
式
が
あ
る
わ
け
で

は
な
く
、
簡
単
な
弔
辞
で
終
わ
り
、
遺
族
は
黒
の
喪

章
（
男
性
）
か
白
黒
の
チ
マ
チ
ョ
ゴ
リ
の
喪
服
（
女

性
）
を
身
に
つ
け
、
参
加
者
は
平
服
で
、
と
き
に
は

金
品
を
相
互
扶
助
の
意
味
で
持
参
し
ま
す
。
遺
体
は

都
市
部
で
は
荼
毘
に
ふ
し
て
納
骨
堂
に
収
め
ま
す
が
、

地
方
で
は
霊
柩
車
の
バ
ン
か
ト
ラ
ッ
ク
を
用
い
て
最

寄
り
の
墓
地
に
封
墳
（
土
葬
）
し
ま
す
。
山
間
部
で

は
今
も
っ
て
風
水
説
に
基
づ
い
て
、
墓
地
を
陽
当
た

り
の
よ
い
山
の
南
側
に
作
る
よ
う
で
す
。
経
済
的
に

余
裕
の
あ
る
遺
族
は
、
石
碑
を
建
て
る
こ
と
も
あ
り
、

最
近
、
故
郷
に
埋
葬
さ
れ
る
こ
と
を
望
む
在
日
の
朝

鮮
人
は
、
指
定
さ
れ
た
共
同
墓
地
に
立
派
な
石
碑
を

建
て
て
い
ま
す
。（
平
壌
郊
外
の
東
明
王
陵
近
く
の

山
の
中
腹
で
瞥
見
し
た
）
し
か
し
、
平
野
部
で
は
か

つ
て
の
墳
墓
は
撤
去
改
葬
さ
れ
、
農
地
に
転
用
さ
れ

て
い
ま
す
。
詳
細
は
拙
著
『
最
新
・
世
界
の
葬
祭
事

典
』（
雄
山
閣
出
版
）
か
、「
北
朝
鮮
の
葬
送
慣
習
に

つ
い
て
」（
月
刊
『
寺
門
興
隆
』
五
月
号
興
山
舎
）

を
ご
参
照
下
さ
い
。（
本
会
国
際
委
員
会
委
員
長
）

我
が
国
最
古
の
飛
鳥
寺
の
元
型
と
い
う
平
壌
市
西
郊

の
定
陵
寺
境
内

全
仏
誌
ご
送
付
先
の
郵
便
番
号
、
住
所
、
氏
名
等

に
変
更
あ
る
場
合
、
左
記
ま
で
ご
連
絡
を
お
願
い
致

し
ま
す
。
帯
封
で
ご
送
付
の
場
合
、
帯
封
記
載
の
送

付
番
号
も
お
知
ら
せ
下
さ
い
。

連
絡
先

〒
一
〇
五
―
〇
〇
一
一

東
京
都
港
区
芝
公
園
四
ー
七
ー
四

明
照
会
館
内

全
日
本
仏
教
会
社
会
部

電

話
〇
三
ー
三
四
三
七
ー
九
二
七
五

Ｆ
Ａ
Ｘ
〇
三
ー
三
四
三
七
ー
三
二
六
〇

全
仏
誌
郵
送
先

住
所
・
氏
名
変
更

御
連
絡
の
お
願
い

２００２年６月１日
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―
五
月
―

七
日

萬
民
平
等
差
別
戒
名
追
善
法
会
参
列

八
日
〜
九
日

部
落
解
放
同
盟
全
国
大
会
出
席

九
日

法
律
相
談

庭
野
平
和
賞
贈
呈
式
出
席

十
三
日

監
査
会

十
五
日

局
内
会
議

国
際
仏
教
興
隆
協
会
監
査
会
出
席

世
田
谷
仏
教
会
総
会
出
席

十
六
日

総
務
委
員
会

近
藤
隆
敬
猊
下
追
悼
法
要
参
列

二
十
一
日

国
際
仏
教
興
隆
協
会
理
事
・
監
事
会
出
席

二
十
三
日

法
律
相
談

日
韓
仏
教
交
流
身
延
山
大
会
出
席

二
十
四
日

理
事
会

局
内
会
議

二
十
六
日

妙
心
寺
晋
山
式
出
席

二
十
七
日

日
宗
連
幹
事
会
、
理
事
会
出
席

二
十
八
日

西
山
浄
土
宗
光
明
寺
晋
山
式
出
席

二
十
九
日

全
青
協
創
立
四
十
周
年
記
念
式
典
出
席

二
十
九
日
〜
三
十
一
日

Ｗ
Ｆ
Ｂ
執
行
委
員
会
出
席

三
十
日

同
和
委
員
会

三
十
一
日

真
言
宗
各
派
同
和
推
進
講
習
会
出
席

二
〇
〇
二
年
六
月
一
日
発
行

六
月
号

第
四
七
九
号

発
行
人

小

林

正

道

発
行
所

財
団
法
人

全

日

本

仏

教

会

就

任

税
務
委
員

中
條

令
紹
（
日
蓮
宗
）

同
和
委
員

藤
田

俊
晃
（
西
山
浄
土
宗
）

信
教
の
自
由
に
関
す
る
委
員

石
川

浩
徳
（
日
蓮
宗
）

ル
ン
ビ
ニ
ー
委
員

田
端

義
宏
（
日
蓮
宗
）

総
務
委
員

小
山

信
正
（
日
蓮
宗
）

評
議
員

市
川

智
康
（
日
蓮
宗
）

小
松

浄
慎
（
日
蓮
宗
）

田
端

義
宏
（
日
蓮
宗
）

及
川

周
介
（
日
蓮
宗
）

曲
山

海
弘
（
日
蓮
宗
）

マ
ル
チ
メ
デ
ィ
ア
研
究
会
委
員

小
山

信
正
（
日
蓮
宗
）

国
際
委
員

宮
浦

一
郎
（
真
宗
大
谷
派
）

事
務
総
局
総
務
部
主
事

神
田

洋
子

退

任

税
務
委
員

野
坂

法
雄
（
日
蓮
宗
）

信
教
の
自
由
に
関
す
る
委
員

中
里

観
正
（
日
蓮
宗
）

ル
ン
ビ
ニ
ー
委
員

篠
原

智
高
（
日
蓮
宗
）

総
務
委
員

長
谷
川
義
彰
（
日
蓮
宗
）

評
議
員

加
賀
美
泰
全
（
日
蓮
宗
）

篠
原

智
高
（
日
蓮
宗
）

垣
本

孝
精
（
日
蓮
宗
）

野
坂

法
雄
（
日
蓮
宗
）

中
里

観
正
（
日
蓮
宗
）

マ
ル
チ
メ
デ
ィ
ア
研
究
委
員

長
谷
川
義
彰
（
日
蓮
宗
）

国
際
委
員

藤
坂

初
裕
（
真
宗
大
谷
派
）

人

事

長
瀬
日
還
師
（
全
仏
元
常
務
理
事
）

四
月
二
十
五
日
遷
化

日
蓮
宗
元
宗
務
総
長

北
島
経
昭
師
（
全
仏
元
評
議
員
）

四
月
二
十
五
日
遷
化

浄
土
真
宗
本
願
寺
派
元
総
務

�
�
�
�
�
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東
大
寺
大
仏
が
開
眼
さ
れ
て
か
ら
今
年
で
一
二
五

〇
年
に
あ
た
り
、
奈
良
国
立
博
物
館
で
記
念
の
展
覧

会
が
開
催
さ
れ
て
い
る
。
展
覧
会
で
は
、
東
大
寺
の

膨
大
な
仏
教
美
術
作
品
を
は
じ
め
、
国
外
で
所
蔵
さ

れ
る
関
連
作
品
、
ゆ
か
り
の
正
倉
院
宝
物
な
ど
を
加

え
総
数
二
五
〇
件
、
う
ち
一
一
〇
余
件
が
国
宝
、
重

要
文
化
財
を
展
示
予
定
。

＊

＊

＊

期

日

七
月
七
日（
日
）ま
で

毎
週
月
曜
日
休
館

場

所

奈
良
国
立
博
物
館（
奈
良
公
園
内
）

入
場
料

一
般

一
三
〇
〇
円

大
学
・
高
校
生

九
〇
〇
円

中
・
小
学
生

六
〇
〇
円

問
い
合
わ
せ

ハ
ロ
ー
ダ
イ
ヤ
ル

〇
三（
四
八
六
〇
）八
六
〇
〇

『
東
大
寺
の
す
べ
て
』
展

哀

悼

〒
一
〇
五
―
〇
〇
一
一
東
京
都
港
区
芝
公
園
四
―
七
―
四

電
話
〇
三（
三
四
三
七
）九
二
七
五
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